
使用済小型電子機器等の処分方法【記載例】 別紙４

○○(株)△△工場

使用済小型電子 手選別 破砕・磁力選別 非磁着物 渦電流選別 不導体 比重選別
機器等受入・保管 （前処理） 手選別

○○トン/年

穴開け

良導体

ガスボンベ 磁着物

通電

再使用 密閉形蓄電池 蛍光管 トナー フロン類 鉄系産物 アルミニウム系 非鉄金属系産物 プラスチック系産物 処理残渣

可能品 カートリッジ 産物 （基板等）

売却 委託 委託 委託 委託 売却 売却 売却 売却 委託

中古品販売 電池リサイクル 蛍光管 トナー フロン類 熱回収 埋立処分

○○(株) ○○(株) リサイクル リサイクル 破壊 ○○株式会社 ○○環境(株)

○○(株) ○○(株) ○○(株) 又は

再商品化

（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾀﾞｰ）

○○株式会社

非鉄製錬事業者
アルミニウム
製錬事業者

製鉄事業者

「売却」「委託」等の
言葉を使用ください。

再資源化事業計画において、複

数の処分施設を使用する場合、

処分施設毎に本紙を作成・提出

してください。

市町村から使用
済小型電子機器
等を金属くずと混
合して引き取る
場合などにおい
ても、按分などの
方法により、使用
済小型電子機器
等受け入れ重量
を把握してくださ
い。報告の際に
も、使用済小型
電子機器等由来
の資源量が把握
できるようにして
ください。

電池の種類によって

引渡先が異なる場合

には、電池の種類ご

トナーカートリッジについては、粉じ
ん爆発による労働災害が生じない
ような措置が施されていれば、事前
取り外しせずに破砕することも可能
です。その場合には、「自社処理」と
記載してください。

資源の高度濃縮を担う施設は、処分施設に該当します。A社a工場で一定程度選
別した非鉄金属系産物を、B社b工場で更に高度選別した上で非鉄製錬事業者に
売却するような場合については、B社b工場についても、処分施設となりますので、
本紙を作成してください。

各種金属の再資源化産物の売却については、売
却先企業名を記載する必要はありません。


